
愛知県農業委員会事務研究会規約

第１条 この事務研究会（以下「会」という）
は会員相互の研鑽により資質の向上と技
術の修得に努め、もって系統農業委員会
の公正なる運営に寄与するとともに、本
県農業の振興を図ることをもって目的と
する。

第２条 この会は愛知県農業委員会事務研究会
と称し、事務所を愛知県農業会議事務局
内に置く。

第３条 この会は市町村農業委員会並びに農業
会議、農業委員会協議会等の事務担当職
員（以下「会員」という）をもって組織
する。
２ 市町村農業委員会並びに農業会議、農業
委員会協議会等にそれぞれ代議員１名を
置く。

第４条 この会は第１条の目的を達成するため
下記の事業を行う。
1. 農業に関する調査研究
2. 講習講話会の開催
3. 関係団体との連携協力
4. 会員相互の福祉増進に必要なる事項
5. 県農業会議支部活動の協力に関する事項
6. その他この会の目的達成に必要なる事項
第５条 この会に下記の役員を置く。
会 長 １ 名
副会長 ２ 名
理 事 若干名
監 事 ２ 名
第６条 理事は県農業会議の支部長及び副支部
長に選任された農業委員会長の属する農
業委員会の事務局長等があたるものとす
る。
ただし、理事の任期途中に農業会議の
支部長及び副支部長に異動があった場合
においても、次期総会において新役員が
選出されるまでの間、引き続き理事の職
を勤めるものとする
２ 会長及び副会長は理事の互選による。
３ 監事は理事会の議を経て会長が指名す
る。

第７条 理事又は監事が異動等により欠けたと
きは、その後任者があたり、その任期は
前任者の残任期間とする。

第８条 会長はこの会を代表し、会務を総理す
る。
２ 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたと
きはあらかじめ会長が定めた順位に従い
その職務を代行する。

第９条 役員の任期は３カ年とする。
但し、再任を妨げない。
第１０条 会長は年１回総会を招集する。
第１１条 会長は下記に掲げる場合には臨時に
総会を招集しなければならない。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 代議員の３分の１以上の者から書面で総
会に付議すべき事項を示して総会を招集
すべき旨の請求があったとき。

第１２条 会長は総会を招集しようとするとき
は開会の７日前に書面をもって総会に付
議すべき事項、日時及び場所を代議員に
通知しなければならない。
但し、緊急の場合にはこの限りではな
い。

第１３条 総会は代議員及び役員をもって構成
する。
２ 総会は構成員の過半数が出席しなければ
開くことができない。

第１４条 総会は下記に掲げる事項を決議す
る。
1. 規約の変更
2. 役員の選出
3. 毎事業年度の事業計画の設定変更又は廃
止
4. 毎事業年度の収支予算の設定又は廃止
5. 毎事業年度の事業報告及び収支決算の承
認
6. 他団体への加入脱退に関する事項
7. その他事業遂行上必要な規定の変更廃止
第１５条 総会の議事は出席代議員の過半数で
決する。
２ 可否同数のときは議長の決するところに
よる。

第１６条 会長は総会の議長となる。
第１７条 この会に理事会を置き会長が招集す
る。
２ 理事会は本会の運営の万全を期すると共
に会員相互の連絡協調に努めるものとす
る。

第１８条 監事はこの会の資産及び会計事務を
監査する。
1. 監事は理事会に出席し意見を述べるこ
とが出来る。

第１９条 この会に事務局を置き、事務局長、
その他の職員若干名を委嘱する。
２ 事務局長は農業会議の事務局長が兼務す
るものとし、会長の命を受けてこの会の
事務をつかさどる。
３ 事務局職員は事務局長の命を受けてこの
会の事務を処理する。

第２０条 この会の経費は下記に掲げる収入を
もって充てる。
1. 会員が負担する会費
2. 寄付金及び補助金
3. その他の収入
第２１条 この会の事業年度は毎年４月１日に
始まり翌年３月３１日に終わる。

第２２条 この規約に定めるものの外、運営上
必要な事項は理事会において定める。

第２３条 この会の解散は代議員の４分の３以
上の同意を必要とする。

付 則
この規約は昭和３８年７月２４日より施行
する。
付 則
この規約は昭和５２年７月１４日より施行
する。
付 則
この規約は昭和５７年７月９日より施行す
る。
付 則
この規約は平成１５年８月４日より施行す
る。
付 則
この規約は平成１７年８月１日より施行す
る。


